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５ 防衛特別法人税 

１ 防衛特別法人税(仮称)の創設(大綱 P.96) 

わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化

に係る財源確保のための税制措置について、以下の措置等が講じられます。 

(１)納税義務者 

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があります。 

(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含みます。 

(２)課税の範囲 

法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課されます。 

(３)税額の計算 

①防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に４％の税率を乗じて計算

した金額とされます。 

②課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とされます。 

③基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とされま

す。ただし、附帯税の額を除きます。 

イ 所得税額の控除 

ロ 外国税額の控除 

ハ 分配時調整外国税相当額の控除 

ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 

ホ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同

措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算 

ヘ 控除対象所得税額等相当額の控除 

④基礎控除額は、年500万円とされます。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基

準法人税額の比で配分した金額とされます。 

(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原

則として期限内申告における基準法人税額により配分することとされます。 

⑤次の税額控除を行うこととされます。 

イ 外国税額の控除 

ロ 分配時調整外国税相当額の控除 

ハ 控除対象所得税額等相当額の控除 

ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除 

(計算式) 

防衛特別法人税額＝(基準法人税額－年500万円)×４％－税額控除 

(４)申告及び納付等 

①各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書

を提出しなければなりません。 

②防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対

する法人税の申告期限及び納期限と同一とされます。 
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③電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とされます。 

④防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度

の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間

納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相

当する中間納付額を還付することとされます。 

⑤各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出した法

人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その課税

事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に

４％を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年

度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額が併せて還付されます。 

(５)その他 

質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置が講

じられます。 

適用期日等：令和８年４月１日以後に開始する事業年度から適用。(４)①の中間申告書の提出については、

令和９年４月１日以後に開始する課税事業年度から適用 

 

 

 


